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１ 評価の対象とした政策

平成２０年度に新規地区採択を要求している次の事業地区を対象として、事業評価（事前評

価）を実施した。

区 分 事 業 名 評 価 実
施地区数

国有林直轄治山事業 １
直 轄 事 業

森林環境保全整備事業 １２

小計 １３

独立行政法人事業 水 源 林 造 成 事 業 ６

小計 ６

民有林補助治山事業 １

森林環境保全整備事業 １９
補 助 事 業

森林居住環境整備事業 １４

農業用水水源地域保全整備事業 ２

漁場保全関連特定森林整備事業 １

小計 ３７

合計 ５６

２ 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

１ 評価担当部局

、 。（「 」① 直轄事業については 各森林管理局において実施した 直轄事業評価担当部局一覧表

）別添１

② 独立行政法人事業と補助事業については、事業実施主体が収集・把握したデータ等をも

とに、水源林造成事業、森林環境保全整備事業、森林居住環境整備事業、農業用水水源地

域保全整備事業及び漁場保全関連特定森林整備事業は林野庁森林整備部整備課において、

民有林補助治山事業は林野庁森林整備部治山課において実施した。

２ 評価実施期間

平成20年１月から平成20年３月

３ 評価の観点

、 、 、 。本評価においては 必要性 効率性 有効性の観点等から総合的かつ客観的に評価を行った

各事業地区毎の評価の観点は 「林野公共事業における費用対効果分析について（概要 、チェ、 ）

ックリスト及び判定基準 （ ）に示すとおりである。」 別添３



４ 政策効果の把握の手法及びその結果

政策効果については、事業採択の適正な実施に資する観点から、費用対効果分析、チェックリストに

より総合的かつ客観的に把握した。

結果については 「地区別評価結果 （ ）のとおりである。、 」 別添２

５ 学識経験を有する者の意見の活用に関する事項

、 、農林水産省政策評価会林野庁専門部会において 評価の手法について専門的見地からの意見を聴取し

客観性及び透明性の確保を図った。

同専門部会での意見の概要は以下のとおりであった。

林野公共事業の新規採択の方法について、費用対効果分析の方法、チェックリストの項目、これら

、 、 、 、 。により 事業の必要性 効率性 有効性の観点から総合的に評価を行い 採択することは妥当である

委員構成は 「第三者委員会名簿 （ ）のとおりである。、 」 別添４

６ 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

評価を行う過程において使用した資料は 「地区別評価結果 （ ）のチェックリスト等及び「林、 」 別添２

野公共事業における費用対効果分析について（概要 、チェックリスト及び判定基準 （ ）のとお） 」 別添３

りである。

なお、上記の 及び は、林野庁ホームページに掲載している。別添２ 別添３

）（http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/hyouka/jigyou/jigyo19.html

また、農林水産省政策評価会林野庁専門部会における資料及び議事録についても、林野庁ホームペー

ジに掲載している。

（ ）http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/hyouka/hyoukatop.html

その他の資料の問い合わせ先は 「問合せ先一覧表 （ ）のとおり。、 」 別添５

７ 評価の結果

評価の対象としたすべての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性が認められるとの結果

であった。

各事業地区毎の評価結果は 「地区別評価結果 （ ）のとおりである。、 」 別添２



２　独立行政法人事業
　　　 水源林造成事業

２　効率性

１ ２ ３ ４ ５ ６ ① ② ① ②

1 東北北海道整備局 緑資源機構 6,755,493 2,684,903 2.52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A A B A C

2 関東整備局 緑資源機構 3,198,657 1,100,745 2.91 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A A B A B

3 中部整備局 緑資源機構 3,925,479 1,487,517 2.64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A A B A -

4 近畿北陸整備局 緑資源機構 8,104,461 2,985,284 2.71 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A A B A B

5 中国四国整備局 緑資源機構 14,620,401 4,816,035 3.04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A B B A B

6 九州整備局 緑資源機構 11,489,537 3,159,870 3.64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A A B A -

注：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。

（１）

Ⅰ　必須事項

Ⅱ　優先配慮事項

３　事業の実施環境等

（２）

平成２０年度 新規採択に係る事前評価実施地区一覧表

事業実施地区名
整理番号

総便益
（千円）

Ｂ

総費用
（千円）

Ｃ
（１） （１）

実施地区
１ 有効性

福岡県豊前市畑外

鳥取県日野郡江府町吉原外

分析結果
Ｂ／Ｃ

福島県双葉郡川内村下川内外

富山県魚津市鉢外

石川県輪島市空熊町外

事業実施主体

北海道森町外



事前評価個表

整理
番号 １

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ20～（おおむね80年間）

事業実施地区名 東北北海道整備局 事業実施主体 独立行政法人 緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

評価件数 １件（48箇所）、評価面積 1,105ha
評価対象都道府県 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ２，６８４，９０３ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ３，２２３，９９１ 千円

山地保全便益 １，６７９，７６０ 千円

環境保全便益 １，８０１，９９４ 千円

木材生産便益 ４９，７４７ 千円

計 ６，７５５，４９３ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．５２

評価結果 ・必要性:水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性:投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性:水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。

注１：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。

注２：総便益（Ｂ）の計と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。



事前評価個表

整理
番号 ２

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ20～（おおむね80年間）

事業実施地区名 関東整備局 事業実施主体 独立行政法人 緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

評価件数１件（52箇所）、評価面積422ha
評価対象都道府県 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

新潟県、山梨県、静岡県

費用対効果分析
総費用（Ｃ） １，１００，７４５ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 １，８８２，０３１ 千円

山地保全便益 ６７１，５９３ 千円

環境保全便益 ６１６，２１３ 千円

木材生産便益 ２８，８２０ 千円

計 ３，１９８，６５７ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．９１

評価結果 ・必要性:水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性:投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性:水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。

注：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。



事前評価個表

整理
番号 ３

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ20～（おおむね80年間）

事業実施地区名 中部整備局 事業実施主体 独立行政法人 緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

評価件数１件（39箇所）、評価面積457ha
評価対象都道府県 富山県、長野県、岐阜県、三重県

費用対効果分析
総費用（Ｃ） １，４８７，５１７ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ２，５４６，４９０ 千円

山地保全便益 ７３２，２８２ 千円

環境保全便益 ６０４，３９７ 千円

木材生産便益 ４２，３１１ 千円

計 ３，９２５，４７９ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．６４

評価結果 ・必要性:水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性:投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性:水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。

注１：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。

注２：総便益（Ｂ）の計と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。



事前評価個表

整理
番号 ４

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ20～（おおむね80年間）

事業実施地区名 近畿北陸整備局 事業実施主体 独立行政法人 緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

評価件数１件（75箇所）、評価面積1,028ha
評価対象都道府県 石川県、福井県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ２，９８５，２８４ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ５，０４５，９９１ 千円

山地保全便益 １，５６９，３８４ 千円

環境保全便益 １，４３０，８８１ 千円

木材生産便益 ５８，２０５ 千円

計 ８，１０４，４６１ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．７１

評価結果 ・必要性:水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性:投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性:水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。

注：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。



事前評価個表

整理
番号 ５

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ20～（おおむね80年間）

事業実施地区名 中国四国整備局 事業実施主体 独立行政法人 緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

評価件数１件（158箇所）、評価面積1,955ha
評価対象都道府県 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、高知県

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ４，８１６，０３５ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ８，６６９，７６２ 千円

山地保全便益 ２，９７３，８４３ 千円

環境保全便益 ２，８３５，０２３ 千円

木材生産便益 １４１，７７１ 千円

計 １４，６２０，４０１ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ３．０４

評価結果 ・必要性:水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性:投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性:水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。

注１：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。

注２：総便益（Ｂ）の計と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。



事前評価個表

整理
番号 ６

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ20～（おおむね80年間）

事業実施地区名 九州整備局 事業実施主体 独立行政法人 緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

評価件数１件（91箇所）、評価面積1,344ha
評価対象都道府県 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、

鹿児島県

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ３，１５９，８７０ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ７，１１４，８６０ 千円

山地保全便益 ２，０３２，７８５ 千円

環境保全便益 ２，２６２，６３２ 千円

木材生産便益 ７９，２６１ 千円

計 １１，４８９，５３７ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ３．６４

評価結果 ・必要性:水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性:投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性:水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。

注１：事業実施主体は、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律」の施行後、独立行政法人森林総合研究所となる。

注２：総便益（Ｂ）の計と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。
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